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問題2 民 法 錯誤・詐欺・強迫 

 

【意思主義と表示主義】 

 原 則 例 外 

心裡留保 

（93条） 

有 効 

（表示主義） 

相手方が悪意・有過失の場合は無効 

（表示主義の制限） 

虚偽表示 

（94条） 

無 効 

（意思主義） 

善意の第三者には対抗できない 

（表示主義） 

錯 誤 

（95条） 

無 効 

（意思主義） 

重過失ある表意者は無効を主張できない 

（表示主義） 

詐 欺 

（96条） 

取消し得る 

（意思主義） 

善意の第三者には対抗できない 

（表示主義） 

強 迫 

（96条） 

取消し得る 

（意思主義） 

善意の第三者の保護規定なし 

（表示主義不採用） 
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問題3 民 法 不動産物権変動 

 

【登記を要する物権変動に関する種々の対抗問題】 

 ○○前の第三者 ○○後の第三者 

詐欺取消し 96条３項 判例：177条，有力説：94条２項類推 

強迫取消し 保護されない 判例：177条，有力説：94条２項類推 

時効完成 保護されない 判例：177条，有力説：登記不要 

解 除 545条１項ただし書 177条 

遺産分割 909条ただし書 判例：177条（反対説94条２項類推） 

相続放棄 問題とならない（915条参照） 判例：対抗問題ではない（反対説177条） 
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問題5 民 法 法定地上権 

 

【法定地上権の成立要件】 

①抵当権設定当時、土地の上に建物が存在すること 

②抵当権設定当時、土地と建物が同一所有者に属すること 

③土地・建物の一方又は双方に抵当権が設定されたこと 

④土地・建物の所有者が競売により異なるに至ること 

 

①抵当権設定当時、土地の上に建物が存在することに関連する整理 

 場 面 結 論 理 由 

①更地に抵当権が設定され、後

日建物が築造された後で土地

抵当権が実行された場合 

(大判大4.7.1） 

成立しない 

地上権の負担のない完全な

土地所有権に着眼した抵当

権者の期待に反するため 

②更地に抵当権が設定され、抵

当権者が将来の建物の建築を

容認していた場合 

(最判昭36.2.10） 

成立しない 

自らのあずかり知らない抵

当権者側の事情によって、

買受人に混乱を生じさせな

いようにするため 

更地に抵当権が設

定された場合 

③１番抵当権設定当時の更地に

２番抵当権設定時までに建物

が建築され、２番抵当権が実

行された場合 

（最判昭47.11.2) 

成立しない 

法定地上権の成否は１番抵

当権設定時を基準として決

定されるため 

①通常の場合（大判昭10.8.10) 
旧 建 物 を 基 準

に、成立する 

新建物を基準に長い存続期

間の法定地上権の成立を認

めれば、土地の抵当権者の

利益を害してしまうため 抵当権が土地に設

定された後、建物

が再築された場合 
②抵当権者が、非堅固建物が近

い将来堅固建物に改築される

予定であることを踏まえて土

地の担保価値を評価していた

場合（最判昭52.10.11） 

新 建 物 を 基 準

に、成立する 

土地の抵当権者の利益を害

しない特段の事情があり、

再築後の新建物を基準とし

て法定地上権の内容を定め

ても妨げがないため 

①原則 成立しない 

抵当権者は土地建物を共同

抵当にとり、全体の担保価

値を把握しているため 
土地・建物共同抵

当での建物再築の

場合 

(最判平9.2.14） 

②土地の抵当権者が再築された

建物に土地の抵当権と同順位

の抵当権の設定登記を受けた

場合 

成立する 

このような事情があれば、

抵当権設定当事者の合理的

意思に反するとはいえない

ため 
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②抵当権設定当時、土地と建物が同一所有者に属することに関連する整理 

 場 面 結 論 理 由 

抵当権が土地に設

定された当時、建

物が未登記であっ

た場合 

(最判昭48.9.18) 

― 成立する 

抵当権者は現実に土地を見て

地上建物の存在を了知しこれ

を前提として評価するのが通

例であり、競落人は抵当権者

と同視すべきものであるため 

①建物に抵当権が設定された後

に土地が同一人所有に帰した

場合（最判昭44.2.14） 

成立しない 

建物所有者は、建物利用のた

めの土地利用権を有し、競落

人は建物所有権の従たる権利

としてこの利用権を取得す

る。土地利用権は抵当権の目

的となっているため、混同に

よっても消滅しないため（民

法179条1項ただし書） 

②建物に１番抵当権が設定され

た後に土地が同一人所有に帰

し、その後に建物に２番抵当

権が設定され、１番抵当権者

により競売が申し立てられた

場合（大判昭14.7.26） 

成立する 

この場合、法定地上権の成立

を認めても、１番建物抵当権

者が把握した担保価値を損な

わせることにはならないため 

③土地に１番抵当権が設定され

た後に建物が同一人所有に帰

し、その後に土地に２番抵当

権が設定され、１番抵当権者

により競売が申し立てられた

場合（最判平2.1.22） 

成立しない 

１番抵当権者は、法定地上権

の負担のないものとして土地

の担保価値を把握するから、

法定地上権が成立するものと

すると、かかる価値を損なわ

せることになるため 

抵当権設定時は土

地・建物の所有者

が別人であった

が、競売時に同一

人となっていた場

合 

④土地を目的とする先順位の甲

抵当権設定当時、土地と建物

の所有者が異なっていたが、

土地と建物が同一所有者と

なった後に土地に後順位の乙

抵当権が設定され、その後甲

抵当権が消滅した後に、乙抵

当権が実行された場合 

(最判平19.7.6) 

成立する 

乙抵当権者は、甲抵当権が弁

済等で消滅するような場合を

予測した上、その場合におけ

る順位上昇の利益と、甲抵当

権が存続した場合における法

定地上権成立の不利益とを考

慮して担保余力を把握すべき

ものであるから 

抵当権が土地に設

定された当時は土

地・建物の所有者

が同一人であった

が、競売時には別

人の所有となって

いた場合 

(大連判大12.12.14) 

― 成立する 

抵当権設定当時には、建物と

土地の所有者が同一であった

のだから、法定地上権の発生

は抵当権者も予期できたはず

であるため 
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共有と法定地上権に関連する整理 

 場 面 結 論 理 由 

Ａ単独所有建物が

存在するＡＢ共有

の土地に抵当権を

設定した場合 

(最判昭29.12.23) 

― 成立しない 

共有者中、一部の者だけがその

共有地に地上権設定行為をして

も、これに同意しなかった他の

共有者の持分がその処分に服す

べきではなく、この理は民法３

８８条の法定地上権についても

同様であるため 

ＡＢ共有建物が存

在するＡ単独所有

の土地に抵当権を

設定した場合 

(最判昭46.12.21) 

― 成立する 

建物の共有者の１人がその建物

の敷地たる土地を単独で所有す

る場合、その者は、自己のみな

らず他の建物共有者のためにも

土地の利用を認めているといえ

るため 

①原則 成立しない 

共有者は、各自、共有物につい

て独立の持分を有しており、か

つ、共有地全体に対する地上権

は共有者全体の負担となるため 

ＡＢ共有建物が存

在するＡＣ共有の

土地に抵当権を設

定した場合 

(最判平6.12.20) 

②他の共有者らが法定地上権の

発生をあらかじめ容認してい

たとみることができるような

特段の事情がある場合 

成立する 

このような事情があれば、他の

共有者が法定地上権による負担

を甘受しているといえるため 
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問題6 民 法 連帯債務および連帯保証 

 

【連帯債務の効力】                        （表中、「民法」省略) 

相対効 絶対効 

絶対効の規定のある事由以外のすべての事由

（440条）で、問題となったものには以下の

ようなものがある。 

① 債務の承認による時効中断（大判昭

2.1.31） 

② 差押え（大判大3.10.19）、仮差押え、仮

処分による時効中断 

③ 時効の利益の放棄（大判昭6.6.4） 

④ 確定判決（民事訴訟法115条１項参照） 

⑤ 譲渡通知（大判大8.12.15） 

① 請求（434条） 

（具体的効果としては、時効中断（147条

１項）と付遅滞効（412条３項）があ

る。） 

② 更改（435条） 

③ 相殺（436条１項） 

④ 免除（437条） 

⑤ 混同（438条） 

⑥ 時効（439条） 

⑦ 弁済及びこれに準ずる事由（代物弁済

（482条）、弁済の提供（493条）、供託

（494条）、受領遅滞（413条）） 
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問題9 民 法 請 負 

 

【請負と売買の担保責任】                     （表中、「民法」省略) 

請 負 
 

一般の請負 土地の工作物の請負 
売 買 

瑕疵 隠れた瑕疵に限らない 隠れた瑕疵（570条） 

瑕疵修補 

請求権 

634条1項 

相当の期間を定めて○ 

ただし、軽微な瑕疵で修補に過分の費用を要するときは

× 

× 

（法定責任説） 

損害賠償 

請求権 

634条2項 

瑕疵の修補に代え、又は修補とともに○ 

損害賠償の支払は未払報酬の支払と同時履行 ※１、２ 

○ 

(570条･566条1項後段) 

解除権 
目的達成不能の場合○ 

（635条本文） 

× 

（635条ただし書） 

目的達成不能の場合○ 

(570条･566条1項前段) 

権利行使 

期間 

仕事目的物引渡時から、 

ないし仕事終了時から１年 

（637条） 

５年ないし10年 

(638条1項） 

瑕疵による滅失･損傷は滅

失･損傷時から１年 

(638条2項） 

瑕疵を知った時から 

１年（570条･566条3項) 

損害賠償の 

範囲 
履行利益。算定時は修補請求時（最判昭36.7.7） 

信頼利益 

（法定責任説） 

※１ 瑕疵の修補が可能なときであっても、修補請求をすることなく直ちに修補に代わる損害

賠償の請求をすることも可能である（最判昭54.3.20）。 

※２ 船舶新造の請負契約において、建造された船舶の瑕疵は比較的軽微であるが、その修補

には著しく費用を要する場合は、民法６３４条１項ただし書の法意に照らし、注文者は、

瑕疵の修補に代えて改造工事費及び滞船料に相当する金員を損害賠償として請求すること

ができない（最判昭58.1.20）。 
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